
下水道使用料算定表 (税込）
※　この算定表は、1ヶ月あたりです。

排除汚水量 金  額

※ 備考 １．　一般汚水用とは、公衆浴場用以外をいう。

下水道使用料早見表 (税込）
※ この早見表は、隔月検針用（2ヶ月分）です。

水量(m３) 下水道料金(円) 水量(m３) 下水道料金(円) 水量(m３) 下水道料金(円) 水量(m３) 下水道料金(円)

0～20 1,728 41 4,870 61 8,124 81 11,645
21 1,877 42 5,032 62 8,300 82 11,821
22 2,026 43 5,194 63 8,476 83 11,997
23 2,175 44 5,356 64 8,652 84 12,173
24 2,324 45 5,518 65 8,829 85 12,349
25 2,473 46 5,680 66 9,005 86 12,525
26 2,622 47 5,842 67 9,181 87 12,701
27 2,771 48 6,004 68 9,357 88 12,877
28 2,920 49 6,166 69 9,533 89 13,053
29 3,069 50 6,328 70 9,709 90 13,230
30 3,218 51 6,490 71 9,885 91 13,406
31 3,367 52 6,652 72 10,061 92 13,582
32 3,516 53 6,814 73 10,237 93 13,758
33 3,665 54 6,976 74 10,413 94 13,934
34 3,814 55 7,138 75 10,589 95 14,110
35 3,963 56 7,300 76 10,765 96 14,286
36 4,112 57 7,462 77 10,941 97 14,462
37 4,261 58 7,624 78 11,117 98 14,638
38 4,410 59 7,786 79 11,293 99 14,814
39 4,559 60 7,948 80 11,469 100 14,990
40 4,708

          料率

区分 金額(１m３につき）

超    過    料    金

３００m３を超え１，０００m３までの分

２０３．０円

２１６．０円

８６４円

一
般
汚
水
用

公衆浴場用

１４９．０円

１６２．０円

１７６．０円

１８９．０円

  ６４．８円 １ m３ に つ き

１，０００m３を超える分 ２３０．０円

１０m３

◆公共下水道に接続済みで上水道を使用している方は、
下水道使用料と「上水道料金」が合算されます。
上水の水以外をご使用の場合は、上下水道課までお問合せください。◆

基本料金

排 除 汚 水 量

１０m３を超え２０m３までの分

２０m３を超え３０m３までの分

３０m３を超え５０m３までの分

５０m３を超え１００m３までの分

１００m３を超え３００m３までの分

２．　公衆浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２
　 年厚生省令第３８号）第２条の規定に基づき、その入浴料金が埼玉県知事の指定
　 による統制額である公衆浴場の用に使用する場合をいう。


